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公   募 
 

令和７年５月２０日 

国立研究開発法人水産研究・教育機構 

理事（水産大学校代表）藤井 徹生 

 

  下記の業務を行う特定の技術等を有する者を公募します。応募される方は、本公募内容

を了承のうえ、下記によりご応募下さい。 

 

記 

 

１．件  名        筑波研究所 NW への接続作業業務 

 

２．募集内容        下記３業務の請負が可能な者 

 

３．業務内容         別紙「仕様書」による 

 

４．応募資格 

 (１) 国立研究開発法人水産研究・教育機構契約事務取扱規程（平成１３年４月１日付

け水研第６５号）第１２条第１項及び第１３条の規定に該当しない者であること。 

（２） 令和７・８・９年度国立研究開発法人水産研究・教育機構競争参加資格又は全省

庁統一資格の「役務の提供等契約」に格付けされている者であること。 

 (３) 国立研究開発法人水産研究・教育機構理事長から物品の製造契約、物品の販売契

約及び役務等契約指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこ

と。ただし、全省庁統一資格に格付けされている者である場合は、国の機関の同様

の指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 

 (４) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第３

２条第１項各号に掲げる者でないこと。 

 

５．提出書類 

  ① 応募申込書（別紙様式） 

  ② 国立研究開発法人水産研究・教育機構の資格審査結果通知書写し又は全省庁統一

資格の資格審査結果通知書写し 

  ③ その他参考となる資料 

 

６．書類の提出場所等 

 (１) 提出期限   令和７年６月３日 １７時 

 (２) 提出場所及び問い合わせ先 

    〒７５９-６５９５  山口県下関市永田本町２丁目７－１ 

              国立研究開発法人水産研究・教育機構 

         水産大学校 校務部会計課 

              ＴＥＬ ０８３－２２７－３８２６ 
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              ＦＡＸ ０８３－２６４－２０８０ 

    上記５の提出書類を直接又は郵送により提出すること。（郵送の場合は、提出期

限までに到着するよう提出すること。） 

 

７．質疑等 

  質疑がある場合には、令和７年５月２３日までに上記６．あてにファックス又はメー

ル（メールの場合はアドレス照会のこと。）にて質疑を行うこと。当日までの質疑を取

りまとめ、回答は当該質疑のあった者に行うとともに当機構のホームページにて公表す

る。なお、当該日以降に質疑があった場合も随時受け付け、同様に対応する。 

  ただし、質疑内容に個人に関する情報であって特定の個人を識別し得る記述がある場

合及び法人等の財産権等を侵害するおそれのある記述がある場合には、当該箇所を伏せ

又は当該質疑を公表せず、質疑者のみに回答することがある。 

 

８．応募結果の公表等 

  応募の結果は、当機構のホームページで公表する。 

なお、上記３及び４の要件を満たす応募が一者の場合には、当該者との随意契約に移

行するものとする。 

また、応募が複数ある場合には、一般競争入札に移行するものとする。その場合には、

別途、公告する。 

 

９．その他 

  提出書類の作成・応募等に係る一切の経費は応募者の負担とし、提出した書類は返却

しないものとする。 

また、応募者は「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライ 

ン」（令和４年９月１３日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施 

策推進・連絡会議決定）を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。 

 

10．契約に係る情報の公表 

（１）公表の対象となる契約先 

    次の①及び②いずれにも該当する契約先 

①  当機構において役員を経験した者（役員経験者）が再就職していること又 

 は課長相当職以上の職を経験した者（課長相当職以上経験者）が役員、顧問 

 等※注１ として再就職していること 

②  当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の３分の１以上を占めて

      いること※注２ 

          なお、「当機構」とは、改称前の独立行政法人水産総合研究センター及び国立研

究開発法人水産総合研究センター、統合前の独立行政法人水産大学校を含みます。 

※注１  「役員、顧問等」には、役員、顧問のほか、相談役その他いかなる名称を有 

する者であるかを問わず、経営や業務運営について、助言すること等により影 

響力を与えると認められる者を含む。 

  ※注２  総売上高又は事業収入の額は、当該契約の締結日における直近の財務諸表 

に掲げられた額によることとし、取引高は当該財務諸表の対象事業年度におけ 

る取引の実績による。 
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（２）公表する情報 

    上記（１）に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、 

契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。 

①   当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者（当機構ＯＢ）の人数、 

  職名及び当機構における最終職名 

②   当機構との間の取引高 

③   総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区 

  分のいずれかに該当する旨 

      ３分の１以上２分の１未満、２分の１以上３分の２未満又は３分の２以上 

④    一者応札又は一者応募である場合はその旨 

（３）当機構に提供していただく情報 

    ①   契約締結日時点で在職している当機構ＯＢに係る情報（人数、現在の職名

及び当機構における最終職名等） 

②  直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高 

（４）公表日 

     契約締結日の翌日から起算して原則として７２日以内（４月に締結した契約につい 

ては原則として９３日以内） 

（５）その他 

         当機構ホームページ（契約に関する情報）に「国立研究開発法人水産研究・教育

機構が行う契約に係る情報の公表について」が掲載されているのでご確認いただく

とともに、所要の情報の当機構への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しく

は応募又は契約の締結を行っていただくようご理解とご協力をお願いいたします。 

      なお、応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていた

だきますので、ご了知願います。 

 

11．公的研究費の不正防止にかかる「誓約書」の提出について 

当機構では、国より示された「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイド

ライン（実施基準）」（平成１９年２月１５日文部科学大臣決定）に沿って、公的研究

費の契約等における不正防止の取り組みを行っており、取り組みのひとつとして、取引

先の皆様に「国立研究開発法人水産研究・教育機構との契約等にあたっての注意事項」

（URL： http://www.fra.affrc.go.jp/keiyaku/pledge_request/note_contract.pdf）

をご理解いただき、一定金額以上の契約に際して、当該注意事項を遵守する旨の「誓約

書」の提出をお願いしています。 

本公募の結果、契約相手方となった場合は、誓約書の提出をお願いします。 

なお、当機構の本部、研究所、開発調査センター、水産大学校いずれか１箇所に１回

提出していただければ、当機構内の次回以降の契約では再提出する必要はありません。 

 

 

 

 

 

 

 



- 4 - 

業 務 仕 様 書 
 

１．件  名  筑波研究所 NW への接続作業 

 

２．業務目的  水産大学校の学内ネットワークと農林水産省研究ネットワーク（以下

MAFFIN）を既設の中継機器の設定を変更し、専用回線を介して通信を行

うことを可能にすることで業務の円滑化を図る。 

 

３．業務場所  山口県下関市永田本町２丁目７－１ 

国立研究開発法人水産研究・教育機構 

水産大学校 

 

４．履行期限  令和７年８月２９日 

 

５．業務内容  水産大学校に設置されている中継機器（コアスイッチ、サブコアスイッ

チ、エッジスイッチ）、統合型脅威管理装置および端末監視システムの設

定を変更することで以下の要件を満たす通信を可能にするように各機器

の設定を変更しその情報を提供すること。 

(1) 現在主に事務職員が使用しているサブネットワークである VLAN700 に接

続されている機器に対して新しいサブネットワークを作成し、MAFFIN か

ら提供されているスイッチを介して MAFFIN およびインターネットに接続

できること。 

(2) 上記 VLAN700 に接続されている機器のうち、事務システム用サーバ・薬品

管理システムサーバ・図書サーバについては従前通りのサブネットワーク

を維持したままで、学術情報ネットワーク（SINET）を介してインターネ

ットに接続すること。 

(3) 新設されたサブネットワークと学内ネットワークは、学外のネットワーク

を介することなく通信が行えること。この通信は双方向で行えるものとし

必要な通信のみを許可できる設定とすること。 

(4) 従来からの学内ネットワークに接続されている機器は、MAFFIN から提供

されたスイッチを介する通信を行わないこと。 

(5) 新しいサブネットワークでは DHCPを使用せず IPアドレスを割り振ること。

ただし、端末の設定変更は水産大学校職員が行うこととする。 

(6) 上記の運用に変更がある場合に備えて、新しいサブネットワークには

DHCP で IP アドレスを割り振る仕組みを備えておくこと。 

(7) 水産大学校で運用している端末監視システム（iNetSec）を新しいサブネ

ットに対しても対象とするように端末監視システムおよび関連のある中

継機器の設定を変更すること。ただし、従来のサブネットワーク VLAN700

は監視対象から外すものとする。 

(8) 変更後のネットワーク構成図と設定変更概要を作成し提供すること。 

 

６．そ の 他   詳細については担当職員の指示に従うこと。 
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国立研究開発法人水産研究・教育機構における 

情報処理業務の委任等に係る特記仕様書 

 

国立研究開発法人水産研究・教育機構（以下「機構」という。）から情報処理業務の委任

等を受けた請負者（以下「請負者」という。）は、契約書及び仕様書等に定めのない事項に

ついて、この国立研究開発法人水産研究・教育機構における情報処理業務の委託等に係る

特記仕様書（以下「特記仕様書」という。）に定める事項に従って契約を履行しなければな

らない。 

 

第１ 情報セキュリティポリシーを踏まえた情報処理業務の履行  

請負者は、「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準」（令和５年

７月４日サイバーセキュリティ戦略本部決定。以下「統一基準」という。）の趣旨を踏

まえ、以下の事項を遵守しなければならない。 

 

第２ 定義 

この特記仕様書において使用する用語の意義は、次の各号に定めるところによるほか、

統一基準による。 

（１） 個人情報 「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」（平成１

５年法律第５９号）第 2 条第 2 項に規定する個人情報及び「行政手続における特

定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」（平成２５年法律第２７

号）に規定する個人番号をいう。 

（２） 要機密情報 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律（平成１３年

法律第１４０号第５条各号における不開示情報に該当すると判断される蓋然性の

高い情報を含む情報をいう。 

（３） 業務 機構の保有する個人情報及び要機密情報をコンピュータ等により処理す

る情報処理業務であって、業務の一部又は全部について、契約をもって機構外の

者に実施させることをいう。委任、準委任、請負等の契約形態を問わないものと

する。 

（４） 契約目的物 仕様書等で機構が指定する物件をいう。 

（５） 成果物 契約目的物の仕掛品及び契約履行過程で発生した出力帳票及び電磁的

記録物等をいう。 

（６） 機構からの貸与品等 この契約に基づく業務を処理するため、機構が貸与する

原票、資料、その他貸与品等及びこれらに含まれる個人情報等並びに要機密情報

をいう。承諾を得て複写あるいは複製したものを含むものとする。 

 

第 3 業務の実施体制 

（１） 請負者は、契約締結後直ちに業務を履行できる体制を整えるとともに、当該業

務に関する責任者、作業体制、連絡体制及び作業場所についての記載並びにこの

特記仕様書を遵守し業務を請け負う旨の誓約を書面にし、機構に提出すること。 

（２） (１)の事項に変更が生じた場合、請負者は速やかに変更内容を機構に提出する

こと。 
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第 4 業務従事者への遵守事項の周知 

（１） 請負者は、この契約の履行に関する遵守事項について、業務従事者全員に周知

徹底し、遵守させること。 

（２） 請負者は、(１)の実施状況を書面にし、機構に提出すること。 

 

第 5 情報の保持と目的外使用の禁止 

請負者は、この契約の履行により知り得た個人情報、要機密情報、契約目的物及び成

果物を第三者に提供してはならない。また、他の用途に使用してはならない。 

 

第 6 複写及び複製の禁止 

請負者は、機構からの貸与品等を機構の承諾なくして複写及び複製をしてはならない。

なお、承諾を得て複写あるいは複製したものについても、第 5 の規定を遵守すること。 

 

第７ 作業場所以外への持出禁止 

請負者は、機構が指示又は承認する場合を除き、機構からの貸与品等について、第

3(１)における作業場所以外へ持ち出してはならない。 

 

第８ 情報の保管及び管理 

請負者は、業務に係る情報の保管及び管理に万全を期するため、業務の実施に当たっ

て以下の事項を遵守しなければならない。 

(１) 全般事項 

ア 契約履行過程 

(ア) 以下の事項について安全管理上必要な措置を講じること。 

ａ 業務を実施する施設等の入退室管理 

ｂ 機構からの貸与品等の使用及び保管管理 

ｃ 契約目的物、成果物の作成、使用及び保管管理 

ｄ その他、仕様書等で指定したもの 

(イ) 機構から(ア)の内容を確認するため、業務の安全管理体制に係る資料の提出

を求められた場合は直ちに提出すること。 

イ 契約履行完了時 

(ア) 機構からの貸与品等を、契約履行完了後速やかに機構に返還すること。 

(イ) 契約目的物の作成のために、業務に係る情報を記録した一切の媒体（紙及び

電磁的記録媒体等一切の有形物）（以下「記録媒体」という。）については、契

約履行完了後に記録媒体上に含まれる当該業務に係る情報を全て消去すること。 

(ウ) (イ)の消去結果について、記録媒体ごとに、消去した情報項目、数量、消去

方法及び消去日を明示した書面で機構に報告すること。 

(エ) この特記仕様書の事項を遵守した旨を書面で報告すること。また、あらかじ

め機構の承諾を得て、再委託を行った場合は再委託先における状況も同様に報

告すること。 

ウ 契約解除時 

イの規定の「契約履行完了」を「契約解除」に読み替え、規定の全てに従うこと。 

エ 事故発生時 

契約目的物の納入前に契約目的物の仕掛品、契約履行過程で発生した成果物及び
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機構からの貸与品等の紛失、滅失及び毀損等の事故が生じたときには、その事故の

発生場所及び発生状況等を詳細に記載した書面をもって、遅滞なく機構に報告し、

機構の指示に従うこと。 

（２） 個人情報及び要機密情報の取扱いに係る事項 

機構からの貸与品等、契約目的物及び成果物に含まれる情報で既に公知の情報、

機構から請負者に提示した後に請負者の責めによらないで公知となった情報、及び

機構と請負者による事前の合意がある情報は、要機密情報に含まれないものとする。

個人情報及要機密情報の取扱いについて、請負者は、以下の事項を遵守しなければ

ならない。 

ア 個人情報及び要機密情報に係る記録媒体を、施錠できる保管庫又は施錠及び入退

室管理の可能な保管室に格納する等適正に管理すること。 

イ アの個人情報及び要機密情報の管理に当たっては、管理責任者を定めるとともに、

台帳等を設け個人情報及び要機密情報の管理状況を記録すること。 

ウ 機構から要求があった場合又は契約履行完了時には、イの管理記録を機構に提出

し報告すること。 

エ 個人情報及び要機密情報の運搬には盗難、紛失、漏えい等の事故を防ぐ十分な対

策を講じること。 

オ (１)イ(イ)において、個人情報及び要機密情報に係る部分については、あらかじ

め消去すべき情報項目、数量、消去方法及び消去予定日等を書面により機構に申し

出て、機構の承諾を得たうえで消去を行うこと。 

カ (１)エの事故が、個人情報及び要機密情報の漏えい、滅失、毀損等に該当する場

合は、漏えい、滅失、毀損した個人情報及び要機密情報の項目、内容、数量、事故

の発生場所及び発生状況等を詳細に記載した書面をもって、遅滞なく機構に報告し、

機構の指示に従うこと。 

キ カの事故が発生した場合、請負者は二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観

点から、機構に可能な限り情報を提供すること。 

ク (１)エの事故が発生した場合、機構は必要に応じて請負者の名称を含む当該事故

に係る必要な事項の公表を行うことができる。 

ケ 業務の従事者に対し、個人情報及び要機密情報の取扱いについて必要な教育及び

研修を実施すること。なお、教育及び研修の計画及び実施状況を書面にて機構に提

出すること。 

コ その他、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年 5 月 30 日号外法律第 57 号）に

従って、本業務に係る個人情報を適切に扱うこと。 

 

第９ 機構の施設内での作業 

（１） 請負者は、業務の実施に当たり、機構の施設内で作業を行う必要がある場合に

は、機構に作業場所、什器、備品及び通信施設等の使用を要請することができる。 

（２） 機構は、(１)の要請に対して、使用条件を付した上で、無償により貸与又は提

供することができる。 

（３） 請負者は、機構の施設内で作業を行う場合は、次の事項を遵守するものとする。 

ア 就業規則は、請負者の定めるものを適用すること。 

イ 請負者の発行する身分証明書を携帯し、機構の指示があった場合はこれを提示す

ること。 
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ウ 請負者の名称入りネームプレートを常に着用すること。 

エ その他、(２)の使用に関し機構が指示すること。 

 

第 10 再委託の取扱い 

（１） 請負者は、この契約の履行に当たり、再委託を行う場合には、あらかじめ再委

託を行う旨を書面により機構に申し出て、機構の承諾を得なければならない。 

（２） (１)の書面には、以下の事項を記載するものとする。 

ア 再委託の理由 

イ 再委託先の選定理由 

ウ 再委託先に対する業務の管理方法 

エ 再委託先の名称、代表者及び所在地 

オ 再委託する業務の内容 

カ 再委託する業務に含まれる情報の種類（個人情報及び要機密情報について明記す

ること。） 

キ 再委託先のセキュリティ管理体制（個人情報、要機密情報、記録媒体の保管及び

管理体制について明記すること。） 

ク 再委託先が第１及び第３から第９までに定める事項を遵守する旨の誓約 

ケ その他、機構が指定する事項 

（３） 第１及び第３から第９までに定める事項については、請負者と同様に、再委託

先においても遵守するものとし、請負者は、再委託先がこれを遵守することに関

して一切の責任を負う。 

 

第 11 実地調査及び指示等 

（１） 機構は、必要があると認める場合には、請負者の作業場所の実地調査を含む請

負者の作業状況の調査及び請負者に対する業務の実施に係る指示を行うことがで

きる。 

（２） 請負者は、(１)の規定に基づき、機構から作業状況の調査の実施要求又は業務

の実施に係る指示があった場合には、それらの要求又は指示に従わなければなら

ない。 

（３） 機構は、(１)に定める事項を再委託先に対しても実施できるものとし、請負者

は、再委託先にその承諾を得ておかなければならない。 

 

第 12 情報の保管及び管理等に対する義務違反 

（１） 請負者又は再委託先において、第３から第９までに定める情報の保管及び管理

等に関する義務違反又は義務を怠った場合には、機構は、この契約を解除するこ

とができる。 

（２） （１）に規定する請負者又は再委託先の義務違反又は義務を怠った場合には、

機構は、これらの行為を差し止めることができる。 

（３） (１)に規定する請負者又は再委託先の義務違反又は義務を怠ったことによって

機構が損害を被った場合には、機構は請負者に損害賠償を請求することができる。

機構が請求する損害賠償額は、機構が実際に被った全ての損害額とする。 
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第 13 存続 

第 5、第 6 及び第 12 の規定は、本契約の解除または期間満了による終了後も存続するも

のとする。 


